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開     会 

 
○事務局 委員の皆様には大変お忙しい中を御出席いただきまして、ありがとうございました。
定刻になりましたので、ただいまから第１回食品流通審議会食品流通情報化専門委員会を開催
させていただきます。 
 委員長選出までの間、議事進行役を務めさせていただきます。 
 議事に入ります前に、お手元に資料を幾つか配付してございますので、資料の確認をさせてい
ただきたいと思います。 
 資料１が議事次第、資料２が名簿でございますし、資料３が、この専門委員会の開催について
でございます。４、５、６と情報化に関連いたします資料で、資料４が食品流通における情報化の
現状と課題、資料５が生鮮流通分野におきます取引の電子化について、そして、資料６が連携
指針に関連する２枚紙の資料でございます。参考資料といたしまして、予算事業で行っておりま
す生鮮食品等の取引電子化基本構想を配付しておりますので、よろしく御確認をいただきます。 
 

目次へ戻る。 

 
食品流通局審議官あいさつ 
 
○事務局 委員会開催の冒頭に当たりまして、審議官からごあいさつをいただきます。 
 よろしくお願いいたします。 
○食品流通局審議官 本日は第１回目の専門委員会で、本来、食品流通局長が出席の予定で
おりましたが、よんどころない事情で、私がかわりに１回目のごあいさつをさせていただきたいと
思います。お許しをいただきたいと思います。 
 委員各位におかれましては、大変お忙しい中、専門委員をお引き受けいただきまして、かつ本
日は御出席を賜りまして、まず御礼を申し上げたいと思います。 
 食品流通と申しますか、農政をめぐる状況は、皆様方御案内かと思いますが、本日御出席の
中にも委員を務めていただいた方がいらっしゃいますけれども、昨年の春以来、食料・農業・農
村基本問題調査会で、21世紀の農政の方向づけについて御論議をいただきまして、去る17日に
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総理大臣に御答申をいただいているわけですけれども、その中でも、食品流通の分野は私ども
最重要課題として位置づけられていると思っております。 
 流通問題の課題の中で、その枠組みといいますか、体制整備といいますか、例えば生鮮食料
品の流通ということを考えたときに、卸売市場制度の今後の方向づけをしていかなければならな
い、あるいは生鮮流通に携わられる方それぞれの、言ってみれば体制整備的活性化といいます
か、そういう形での条件整備をいろいろ考えていかなければならないということが一つの大きな
課題だと思っております。 
 あわせて、そういう体制整備は整備として、効率的な流通という視点での取り組みがどうしても
必要だと、そういう点では、情報通信技術の成果を取り入れた高度に情報化された流通システ
ムの構築が今後の生鮮食料品流通の方向を決めていくのではないかと思っております。 
 しかし、御案内のとおり、生鮮食料品の分野におきましては、その商品特性あるいは流通形態
から、取引電子化の基礎的な条件であります商品コードの標準化等がなされていないという状
況にございます。そういう点で、私ども、昨年から、標準商品コードや、いわゆるＥＤＩ標準といっ
たような取引電子化のインフラ整備を進めるということで、独自の事業を組み立てて推進してき
ております。 
 特に生鮮食料品の分野で取引の電子化を円滑、早急に推進していくということで、インフラ整
備の標準化の方向も踏まえながら、その普及と利用促進を図るための方策について御検討願っ
て、結局、多くの方に利用されて初めて現実のものになるわけでございますので、そういうことで
関係者の指針といった形で取りまとめていくことが、その次の課題ではないかということで、この
たび関係方面の皆様方に御参集を得た上で、食品流通情報化専門委員会を開催することにな
ったわけでございます。 
 今後の食品流通における取引の電子化の効率的な推進に向けて、皆様方の幅広い、かつ忌
憚のない御意見をお伺いいたしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 大変簡単でございますが、これをもちまして、開会に当たってのあいさつにさせていただきま
す。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
○事務局 どうもありがとうございました。 
 

目次へ戻る。 

 
食品流通情報化専門委員会委員の紹介 
（事務局より各委員を紹介） 
 

目次へ戻る。 

 
食品流通情報化専門委員会の委員長の選出 
 
○事務局 続きまして、本専門委員会の運営に当たりまして、委員長及び委員長代理を御選出
いただきたいと思います。 
 本専門委員会につきましては、食品流通審議会から内田委員、中村委員の御参加をいただき
まして、そのほか関係分野の専門家でございます専門委員22名で構成されております。 
 委員長、委員長代理の選出方法につきましては、特に決まりはございません。皆様の互選に
より決めていただければいいのではないかと思います。こういった形で御異議ございませんでし
ょうか。 
〔「異議なし」の声あり〕 ○事務局 それでは、異議がないということでございます。 
 いかが取り計らったらよろしいか、御提案がございましたらお願いいたします。 
○委 員 まことに僭越でございますけれども、よろしゅうございますか。 
 委員長にはＮＨＫの中村委員にお願いしたらいかがでございましょうか。 
○事務局 今、委員長に中村委員ということでございます。また、代理もあれかと思うんですけれ
ども。 
○委 員 代理は内田委員、いかがでございましょうか。 
○事務局 委員長には中村委員、代理に内田委員というお話がありましたけれども、ほかに何
かお話ございますでしょうか。 
〔「異議なし」の声あり〕 ○事務局 今、委員長に中村委員、代理につきましては内田委員という
ことで皆様方の御同意をいただきましたので、そのようにお願いしたいと思います。 



 それでは、以後の議事進行につきましては委員長にお願いしたいと思います。委員長には、大
変恐縮ですが、委員長席の方で議事を進めていただければと思います。 
 それでは、委員長、よろしくお願いします。 
 

目次へ戻る。 

 
食品流通情報化専門委員長あいさつ 
 
○委員長 私、食品流通審議会でいろいろ話し合いに参加させていただいております。そういう
関係と、いろんなお立場の方がいらっしゃるので、多少中立的な色彩があるということとか、情報
のメディアに若干かかわっているというようなことで御推薦をいただいたんだろうと思いますが、
実を言いますと、この電子化ということについては極めて素人でございまして、よくわからないと
いうのが実情でございます。 
 大変御専門の知識がおありの皆さん方の中で、こういった委員長を務めさせていただくというこ
とは、大変に心苦しいというか、おこがましいという気もするんですけれども、ひとつその辺はお
助けをいただいて、今度の事業を進めていきたいというふうにお願いいたします。 
 

目次へ戻る。 

 
配付資料説明 
 
○委員長 きょうは第１回目ですから、まず、この専門委員会開催の趣旨を、先ほど審議官のご
あいさつの中にある程度盛られているとは思いますが、それについての御説明と、引き続きまし
て、この資料４の食品流通における情報化の現状と課題、資料５の生鮮流通分野における取引
電子化について、資料６の「電子計算機の連携利用に関する指針」制度について、一括して御
説明いただいて、その後、各委員から御意見なり御質問なりをいただくという運びにしたいと思
います。 
 事務局の方から、今の件につきまして御説明をよろしくお願いしたいと思います。 
○事務局 それでは、委員長からお話がございましたように、第１回目でございますので、一通り
御説明させていただきます。 
 まず、資料３の委員会の開催についてということでございます。委員をお願いする際にも一通り
お話させていただきましたけれども、まず、この趣旨でございます。 
 「食品流通における情報化の進展に応じた食品流通のあり方、なかんずく、生鮮流通分野にお
ける取引電子化インフラの開発方向及び取引電子化インフラに即したその普及と利用促進を図
るための方策について」ということで開催をすることにいたした次第でございます。 
 ２番にございます検討事項でございますが、後ほど御説明しますけれども、連携利用に関する
指針、関係者の指針といったものということで、先ほどごあいさつありましたけれども、そういった
ものの作成、その他ということでございます。 
 委員の構成につきましては、先ほどの名簿にございますように、専門的な学識経験者、業界関
係者24名で構成されてございます。 
 資料４、５、６と、少し似たものもあって恐縮ですが、御説明をさせていただきます。 
 まず、資料４でございます。１ページをお開きいただきますと、食品流通全体の情報化の現状と
課題ということでございます。 
 最初に、さらに産業界における情報化ということが書いてございます。いずれにしましても、ここ
に書いてございますように、あらゆる場面での情報化が急速に進んでいるということでございま
す。その中で、大容量・高速通信の実現、あるいはＯＳＩを含めての標準化ということで、オンライ
ンによる情報ネットワークが形成されてきているといったことから、情報化の投資もある程度容易
になってきたというようなことが書いてございます。 
 右側にＩＳＤＮのサービスの状況ということで、折れ線グラフで4,500地域となっておりますが、注
２で電話局がサービスを行う地域ということでございます。4,500、ほぼ全国全地域ということで、
地域的にはほぼ全国がおおむね網羅されているということでございます。 
 右下にコンピュータ利用企業のオンライン化の推移ということで、７年末までしかありません。
実は、９年はＬＡＮの関連の調査――少し幅広く利用できるようなＬＡＮ的なものの設置状況調査
になっているということで、こうなっております。各分野、一応大小網羅した中での回答企業から
集計したものでございます。したがって、主として、１企業当たりの伸びを見ていただければと思



います。急速に伸びている、拡大しているということが伺われるのではないかと思っております。
 ２ページでございますが、食品流通関係、食品流通におきます情報化の現状ということで、基
本的なところを少し整理してございます。商品コードあるいはＰＯＳシステムといった形での利用
状況でございます。 
 最初の加工食品、菓子といった分野におきましては、ＪＡＮコード、そして、そのソースマーキン
グという中で、ＰＯＳシステムによる単品レベルでの商品管理が急速に進んでいるといったことを
書いてございます。右側に導入店舗数等々書いてございます。例えばコンビニエンス・ストア的
に言えば、当然、ほぼ全店にあるのではないかと思われております。 
 一方ということで、生鮮流通分野におきましては、ここにございますように、商品特性なり流通
形態ということから、商品コードの標準化がされていないということでございます。それぞれの量
販店におきましてはインストアコード対応ということで、独自のコードによるシステムがそれぞれ
取り組まれているわけでありますけれども、全般的にはということでございます。そういうことで、
昨年度よりということで、後ほど御説明しますが、生鮮食品標準コードの開発に着手している状
況ということでございます。 
 外食の分野におきましても、ここにございますようなＰＯＳシステムのようなものの導入が進ん
でおりますほか、この後、ＥＯＳとかいろいろ出てくるんですけれども、ＯＥＳということで、注３、
Order Entry Systemというような、ハンディターミナル入力というものでありますが、そういった形
での情報化が取り組まれているところでございます。 
 右側に導入状況ということで、各分野――青果、水産、食肉云々と書いてございます。これに
つきましては回答をいただいたというところでありますので、ある程度取り組んでいるところかな
ということで若干割合が高くなっているのではないかと思いますが、それでも生鮮分野が遅れて
いる状況ということでございます。 
 ３ページには情報化の中でも物流の部分についてものが書いてございます。物流面において
も、それぞれ工夫がされてきているということで、ＩＴＦコードによりまして、物流コードを段ボール
箱等にマーキングするということで入出荷・検品・仕分けの効率化が図られつつあるということで
ございます。ＩＴＦにつきましては、若干注も入れてございます。右側に菓子、食品業界での取り
組みが相当進んでいるというところが出てございます。 
 ４ページでございます。食品流通におきますＥＯＳ、それから、ＥＤＩというのが次のページに出
ておりますけれども、そういった情報システムの取り組みの状況ということでございます。加工食
品、菓子の分野を中心に、ＥＯＳを中心とした電子化が進められております。 
 一方、生鮮業界については、ここにございますように、独自のシステムによるＥＯＳ化が図られ
ているわけですけれども、産地からの状況あるいは通常の小売店というところで、先ほどのよう
な状況でございますが、産地からは県連と中央卸売市場間でのベジフルあるいはフローラといっ
たシステムによりましての売立・仕切情報というものの送受信ということでございます。ＥＯＳにつ
きましては、右側にＶＡＮ事業者を介したシステムとそうでないものがあろうかと思います。 
 右下にはシステムの導入状況ということで、ベジフルについては、例えば卸売段階あるいは産
地段階でも90数パーセントとなっておりますが、残念ながら、これはシステムがあるという状況で
ございますので、全体の取引関係の情報交換がこれで行われているということにはなっていな
いということでございます。 
 続きまして、５ページであります。②の１行目、２行目でございます。さらに進んで取引に関連す
る一連の情報を標準規約に基づいてオンラインで情報交換するＥＤＩ、データをインターチェンジ
するといった構築が進められているということが触れてございます。特にチェーンストア協会によ
りましてのＪＣＡフォーマットによって、量販店、卸売業者間等で利用されている状況でございま
す。また、そういったものを踏まえて、ＥＤＩＦＡＣＴに準拠した流通ＥＤＩ標準――ＪＥＤＩＣＯＳと言わ
れております――も開発されているところでございます。 
 しかしながらということで、生鮮食品等の流通分野はカバーされていない。今のＪＥＤＩＣＯＳも補
充型発注というのがかなりの基本的なベースになっているわけですけれども、生鮮の流通につ
きましては、そういった面からいろんなデータ項目が違うということでございます。そういうことで、
これも予算的には国の事業として生鮮食品のＥＤＩ標準の開発について今、努力されているとい
う状況でございます。外食分野についても一定の取り組みが行われているところでございます。 
 右下に、日本のＥＤＩの普及状況でございます。各業界ごとに推進母体によりまして標準化に向
けた標準システムをつくりながら、取引をコンピュータで処理できるようにする、そういった取り組
みが進められている状況を資料として掲げているところでございます。 
 ６ページに、関連する部分ということになりますけれども、食品流通の分野におきまして情報シ
ステムということで、ＶＡＮというのも取り組みが行われております。ＶＡＮにつきましては、昭和60
年の電気通信事業法の改正によりまして、全国につくられた中で、加工食品におきましては業界
ＶＡＮが稼働して、特に加工食品についてのＥＯＳ、先ほどの電子受発注システムにつきまして
は、このシステムを介してシステム化されている状況でございます。 



 なお、このＶＡＮにつきましては、今後でございますけれども、ＥＤＩなりＥＣといった――エレクト
リック・コマースということでございます。注で消費者までの取引に活用するという趣旨も含めて
言っているものですから、こういうことであります――、そういった対応に向けた機能の拡張な
り、他システムとの接続性が今後、このＶＡＮについては課題となってくるのではないかということ
を述べさせていただいております。 
 (5)で、商品情報データベースと書いてございます。ＥＤＩといった形、コンピュータオンラインで情
報交換するに当たりましては、商品が何であるという共通の定義づけが必要ということでござい
まして、商品情報のデータベースが情報インフラでございます。加工食品についてはＪＡＮコード
と、ここにございます商品名、規格、容器等の関連情報を収集したＪＩＣＦＳというものが整備され
ておりまして、活用されている状況でございます。それぞれの分野での取り組みの細分化という
んですか、そういうこともございまして、加工食品卸協会が中心となっての加工食品コードの付
番のルール化と、関連情報のデータベース整備といったものも取り組まれている状況ということ
でございます。 
 次の７ページに、情報化の展望といった形で、情報化をしながら、将来的にどういうことを考え
ていくことができるのかという部分で、我々のわかる部分が書いてあるということでございます。 
 (1)には生産・流通のリエンジニアリングという形でのＥＣＲというものについてでございます。同
趣旨でＣＡＬＳというシステムが言われたりしておりますけれども、重装備的なものでない部分
で、食品なり、それ以外の日用品等々では、生産・流通、消費段階での流通システムと、物流を
含めまして、そういったものについてＥＣＲという形で紹介されておりますので、ここで書いてござ
います。 
 顧客満足度の向上を目的といたしまして、食品、日用品業界ではＥＣＲという新しい製造・流通
システムが注目されていると書いてございます。製配販三層が情報を共有しながら、パートナー
シップのもとに効率的な製造あるいは取引関係を築き上げながら、的確な消費者対応、小売情
報を反映しながら対応していくということでございます。 
 これを分解しますと、ＰＯＳによる商品の管理、コンピュータネットワーク、そして、それによって
のＥＤＩという形で情報交換の電子化というのが必須の条件ということで言われているところでご
ざいます。 
 物流面に着目いたしまして、(2)でロジスティクスによる物流の高度化ということでございます。
右側に、従来の物流の領域というんですか、イメージをロジスティクス的に分解し、最速化あるい
は最短化という観点から、これを組み合わせていくということになろうかと思います。 
 文章の方では、ロジスティクスの観点から新たな物流効率化への取り組み、物流、ロジスティク
ス、戦略的物流管理というと何か少し意味がわかるような感じですけれども、そういった一体的
にとらえた物流管理手法ということでございます。サードパーティロジスティクスと呼ばれる従来
の運送業者の枠を超えた新たなカテゴリー、物流カテゴリーということも書いてございます。 
 ３ＰＬというのは、サードパーティロジスティクスの訳だということでございます。 
 それから、資料４の最後でございますが、その他、インターネットの普及とＥＣ化、情報管理に
伴う制度の見直しということで、今後の活用の場面についてバーチャルショップの開設等といっ
た仮想商店とインターネットモールといったりいろいろな言葉もございますが、そういった面での
今後、時間、空間を克服した新しい商流になるんだと思いますけれども、商流のシステムができ
てくるのではないかということでございます。 
 今や、第２世代のインターネットが議論になっているわけですけれども、そういった活用が行わ
れる可能性があるのではないかということでございます。右側にインターネット接続のホストコン
ピュータの数の推移ということでございます。非常に急速に伸びているということが伺われるかと
思います。 
 なお、右側に、数字だけではよくわからないので日本のシェアを入れましたら、98年は少しダウ
ンをしているということで、これは途上国の増大なり日本の経済状態を反映しているのかなと、こ
れは私の全くの感想でございますが、思った次第でございます。 
 情報化に伴います法制度の関連では、これまで、特に税制上の帳簿書類についてのこういっ
たものが活用できないということがあったわけですが、前の通常国会で法律が整備されまして、
なお書きのところに書いてございますけれども、国税関係の帳簿書類については、７月１日から
これを活用するための承認手続が要るということでありますが、手続が可能になってございまし
て、来年の税金からこれが使えるということで、帳簿書類を整理、保存するためのトランクという
か、倉庫は今後、非常に少なく、あるいはそれが省略できるようになるのではないかと思ってご
ざいます。 
 それが一般的な関係の４でございまして、生鮮分野について、いろんな要望等もございますの
で、そういうものを整理したのが資料５でございます。生鮮流通分野におきます電子化について
ということで、目次にありますように、そういったものを整理してございます。 
 １ページに、生鮮流通分野における電子化についてで、１に電子化と標準化の効果ということ



で書いてございます。電子化については、繰り返しになりますＥＤＩによる取引ということで、二つ
目の丸には、電子化によりまして業務システムの業務処理、業務システムの効率化という、いわ
ゆるハードメリット的な部分、それから、それに伴ってのシステムをさらに効率化できる各業務シ
ステムの統合化といったものが可能ではないかということが②、３番目に、情報の交換、共有化
という面で、この活用。それから、そういったものを踏まえての経営管理にそれを生かしていくと
いうのが効果と言われているところでございます。 
 三つ目の丸には、個別に進める場合にはということで、多端末現象とかその他、全体として見
れば効率的でないということが書いてございます。他方ということで、最後の５行でございます
が、１ページの左下５行ですけれども、取引電子化インフラ、標準商品コードなりＥＤＩ標準なりを
用いて情報交換の方法を標準化すれば、最小限コストでの導入、マネージも最小限化、そして
自由な情報交換、これも相手との合意のもとで自由な交換でございますけれども、そういうこと
ができるということでございます。 
 イメージが右側にかいてございます。左が現状ということでありますが、右側に標準のシステム
を介してやればというようなことでございます。これを見たときに、凱旋門広場のというふうに言
えばいいのかなと思いましたら、考えてみましたら、あそこは渋滞の名所なものですから、標準
システムを導入するということで、だれもが同一の高規格道路、ハイウェイをみんなが同じものを
持てるんだというふうに言えばいいのかなと思っているんですけど、絵はそういうふうになってい
ないんですね。そう御理解いただければと思います。 
 生鮮流通業界がどうなっているのかというのを、先ほどの資料にも入っておったので恐縮なん
ですが、２ページ以下に書いてございます。生鮮食品等については、鮮度問題あるいは在庫管
理、流通段階におきます形態の変化、それから、同一商品についても産地、サイズ、等級等々、
そういったきめ細かなというんですか、変らざるを得ないという部分もございますが、商品特性も
ございますし、取引段階で競りといったものもございます。相手が変ってしまうという部分がある
わけですけれども、そういった取引等の理由から電子化はかなり難しいとされてきたという部分
がかなり多いのではないか。繰り返しの取引ですから、必要性は非常に多い、あるいは導入の
メリットも大きいのではないかと思いますが、こういった状況であったわけでございます。 
 右側に使用状況というのがございます。コンピュータを使用しているというのが結構あるわけで
すが、右下にいきますと、受注にかかわる情報交換という面からしますと、口頭・面談だ、電話
だ、ファックスだというところが非常に大きいということで、取引に余り使われていないというところ
がおわかりいただけるかと思います。そういったことが左側の文章にも書いてございまして、しか
しということで、最後のところに、こうした中で生鮮食品等の流通業者におきましても、取引価格
なり正確性の問題とか時間がかかるとかいうことで課題認識が行われているということでござい
ます。 
 ３ページでございます。このためということで、この裏返しになるわけですけれども、情報処理
時間の短縮なり正確性の向上等々で、期待は大きいということではないかと思います。右側に、
これは青果物関連でございますが、他の分野もおよそ同じような傾向でございますけれども、右
側の３では情報のやり取りで困っていることということで、時間がかかるとか等々、ここでいろい
ろ困っているということでございます。その裏返しで、期待する効果ということで、正確性の向上、
処理時間の短縮、経費の節約等々が挙げられるところでございます。 
 ４ページに、現在、全体としてどういう取り組みが、あるいは私どもでどういうふうな取り組みを
位置づけてしているかということで、簡単に整理してございます。私どもといたしましても、先ほど
審議官のごあいさつがございますけれども、流通の一層の効率化という面で、情報化は重要な
課題であると考えているところでございます。 
 ここに食品の流通部門における構造改善を図るための基本方針と書いてございますが、流通
改善に関する法律がございまして、そこで位置づけたものでございます。位置づけられていると
ころで、右側に基本方針の抜粋ということでございますが、改善の基本的な方向、その中で第１
の(1)情報ネットワークの推進ということが大変重要であるということでございます。アイウというこ
とで、全般的な部分、生鮮食品についてのコード等の標準化、取引電子化のために必要な標準
化、それから、加工食品等につきましても若干足らないというんですか、欠けている部分がござ
いますので、そういうことが書いてございます。ウで、生鮮流通の中核的な施設でございます卸
売市場におきましても、情報の受発信基地としての整備、情報の電子化等々は必要である、そ
れを踏まえましての物流の効率化というものを触れているところでございます。 
 その中で５ページでございますが、電子化のための基盤開発ということで、現在進めておりま
す中身に若干触れているところでございます。昨年度からということで、これは最後にございます
参考資料で御説明いたしますけれども、取引の電子化インフラの開発を進めておるということで
ございまして、一番上の丸の後半、現在、青果につきまして、コード、ＥＤＩ標準メッセージ案の策
定中ということで、今年度末までに実証試験を一通り済ませながら、基本的な作業を済ませる、
とりあえずそういう状況ということでございます。他の３品目、ここでは青果、食肉、水産、花卉と



書いてございますが、それらにつきましても、品目ごとの委員会を開催しまして、標準コード等に
関する検討を急いでいるというところでございます。 
 なお書きでは、こういった事業につきまして周知徹底が重要だろうということで、普及促進に向
けた各種取り組みをこの事業の一環として行っているところでございますが、また三つ目の丸で
は、ことしの６月に流通関係者を主体といたしまして、協議会が設立されまして、標準化に向け
た普及啓発に取り組まれている状況でございます。 
 右側にございますように、電子化に向けた取り組みにつきまして、事業者、事業者団体、行政
の取り組みといった形で、基盤の開発、周辺の利用の枠組みなり、支援をするということで、１番
の右側には連携指針の策定なり物流効率化、それから、市場整備の市場の情報化、各種規制
の見直しといったようなことがございますし、真ん中の協議会といたしましては、標準化に向けた
取り組みが必要ではないかということでございます。 
 長くなって大変恐縮なんですが、資料６は、制度の説明、御案内でございます。電子計算機の
連携利用に関する指針ということ、検討事項のところでもお話しましたので、それにつきまして簡
単に整理してございます。１ページ、２ページでございます。 
 １ページに制度についてということで、連携指針につきましては情報処理の促進に関する法
律、右側に抜粋、昭和45年と書いてございます。この法律で第３条の２、連携利用に関する指針
が追加されましたのは60年でございます。先ほどのＶＡＮが取り組まれるようになった時期に行
われたものでございます。 
 連携指針につきましては、一定の法律なり、左の１にも書いてございますが、一定の事業分野
に属する事業者が広く連携して電子計算機を効率的に利用する。大きなホストコンピュータをみ
んなで使おうという趣旨じゃなくて、電子計算機を効率的に使うという、ソフト面での連携利用と
いう部分でございます。そのために、各分野ごとに定めますガイドラインというものでございま
す。 
 ２のところにございますが、連携指針につきましては、電子計算機の連携利用が行われ、また
は、いろいろな分野でございますけれども、近々行われようとしております事業分野におきます
効率的な情報化に向けて、次のステップ――次のステップに向けて何を取るべきかといったもの
を示してということになります――によって、その事業分野におきます情報化にかかわるハード
なりソフト面での過剰投資の回避、投資の軽減に資しようというものでございます。 
 指針につきましては、３にございます大きく三つの要素で構成されているということでございま
す。連携利用、電子計算機の利用の態様ということでございます。二つ目には、実施するための
方法、連携して利用するため、実施するためのものということで、ビジネスプロトコルの規約の標
準化等、それから、最終的に目指す連携利用を実現するためのいろいろな手段、そういうものを
関係者の指針という形で定めるというものでございます。 
 そのほか、配慮すべき事項というのがあろうということで、ここでは中小企業者への過剰な投
資負担が回避できるような仕組みが必要、あるいは全体として公正取引の確保になるようにす
るといったようなものが、この連携指針について定められるのが通例であるということでございま
す。 
 ２ページに現状が書いてございます。４でございます。これまで、連携指針については、60年の
制度発足以降、鉄鋼業界等々、最初の資料にもございましたが、昨年の６月に国内陸上貨物物
流業というものについての指針ができておりますが、11業界にＥＤＩの導入に関する連携指針が
定められているということでございます。 
 ５に、なお書きで書いてございますが、経済構造の改革と創造という行動計画でも、電子取引
が普及できる分野については、こういった指針を定めながら、できる限り効率的に進めていくべ
きである、進めていこうというのが閣議決定されているところでございます。それが５の趣旨でご
ざいます。 
 最後になりますが、先ほど事業で取引電子化に向けての生鮮分野の取引電子化に向けての
インフラ、取引電子化インフラというものを開発中でございますと、それを説明したものが、このブ
ルーの冊子でございますので、これにつきまして１、２分御説明させていただきます。 
 御案内の部分があろうかと思いますが、はじめにというところでは、繰り返しになりますけれど
も、取引電子化のためのインフラであります標準商品コード、ＥＤＩ標準、商品関連情報のデータ
ベースシステムを開発して、この分野の電子化の早期実現を図っていこうということでございま
す。それをできる限りわかりやすくということで、事業の当初につくったのがこの資料でございま
す。 
 ２ページから数ページにかけまして、今までお話したようなのが繰り返し出ておりますので省略
いたしますが、ここにありますように、電子化インフラにのっとって標準――標準というのがしつこ
く出ております――、そういった形でやっていく必要があろうということでございます。 
 ７ページ、８ページ、９ページに、事業の中身について少し書いてございます。イメージがわくか
どうかあれですけれども、事業の内容及び計画が７ページにございます。事業として、電子化イ



ンフラ、コード、ＥＤＩ、データベース、そして、予算ですから実証試験等々を行いながらしてござい
ますというようなことで、７ページの下の方では、事業計画、９年から13年にかけて、それぞれ４
分野につきまして、こういったインフラをつくっていくんだと、つくっていきたいということが触れて
ございます。 
 ８ページ、９ページ、10ページに、インフラと紹介しましたコード、ＥＤＩ、商品関連のデータベース
について、こういうものができますと、これを利用しようとする事業者でも、データベースを活用し
たファイリングができるというようなことで、これも開発していく必要があろうということでやってい
るということでございます。 
 これにつきましては、先ほどお話しましたように、青果の関連につきましては何とか今年度じゅ
うにある程度の最終的な形を整理し、来年度、微調整等ぐらいで何とかできるのではないか。他
の３分野についても、その先二、三年かけまして、きちっとしたものを開発できるように御努力を
いただいているところでありますし、我々としても、そのように努力していきたいと考えてございま
す。 
 ちょっと早口になって恐縮ですが、一通り事務局の方で整理しました資料につきまして御説明
をさせていただきました。 
○委員長 どうもありがとうございました。 
 大変新しい分野のお話ですから、横文字が多くて、何の略かというのを覚えるのも大変であり
ます。 
 

目次へ戻る。 

 
討     議 
 
○委員長 今の事務局の御説明に対して、御意見とか御質問があれば御発言をいただきたいと
思います。 
 きょうは第１回目ですから、フリートークでどんどん思いつかれたことをお話しいただいたらいい
と思うんです。実際にいろいろ御経験のある方もおありだと思いますので、生鮮流通分野の取引
の電子化について、効率的にこれをどうやってやっていけば一番いいんだろうかということで何
かお考えがあれば御披露いただくということも、また大変参考になるのではないかと思っており
ます。 
 どなたでも結構です。資料への御質問でも結構ですし、とりあえず、こういうことということでも
結構ですから、どなたからでもどうぞ。 
○委員 先ほど事務局から、青果のことについて、どんどん進んでいるというお話がございまし
たので、現状をちょっと御報告申し上げて議論の参考にしていただければと思います。 
 私自身、余り勉強しておりませんで、委員になったものの、さっぱりわからないというのが現状
でございます。ですから、早速、うちの担当者にいろいろ教えてもらったり勉強してきたんですけ
れども、その中で、現在、私どもは、早くから市が場内ＬＡＮの問題に取り組んでくれまして、数年
前に、そのハード面は全部完了いたしました。ただ、我々がそれを利用していなかったので、い
ろいろと新聞にも問題提起をされたりしたことがあるんですけれども、最近やっと国のＥＤＩ実験
事業等々に乗せていただいて、いろいろと勉強をさせていただいている状況です。 
 そういう中で、今やっていることはどういうことかといいますと、ドレスの問題は先にやっており
ます。この中で、仕切り情報は前から送っておりますからいいんですけれども、逆ドレスと称しま
す出荷情報ですね、これなんかも、九州の産地などの遠隔地の産地から来る荷物についての出
荷情報というのは非常に効果あるんです。近くですと、出荷といったって、集荷して、明くる日とい
うか、その日でも持ってこれるような状況ですから、それは余り効果がないという現状でございま
す。 
 それから、今やっている中で、データが集中しますので、これが非常に輻輳してしまって、本当
に早くほしいデータがなかなか取れないということもあるやに聞いております。 
 もう一つ、ＥＤＩ実験をやるときに、仲卸の立場で言いますと、みんなで一斉にやりたいという気
持ちがあるんですね。ですけども、大きい仲卸さんと小さい仲卸さんと考えますと、「自分のとこ
ろはやらない」「自分のところはやりたい」という、それがあるわけです。組合で一括してという、
要するに護送船団方式と言ってはいけないのですが、そういう形でやろうとすれば、いつまでた
っても進まない。 
 我々の方では、卸売会社が２社ございますが、各地にも２社ないし３社あるわけです。その会
社が全部やろうという気になって初めてできるということでしたら、いつまでたっても動かないとい
うことで、思い切れと、見切り発車だというようなことでやりました。 
 しかし、実際問題として、130近くある仲卸さんの中で、それに乗ってきたのは七、八店舗しかご



ざいません。なぜということをいろいろ聞きますと、パソコンを設置したりいろいろするのに、ハー
ド面では市がやってくれていますから、すぐにつなげたりできるんですけれども、ちょっとしたこと
でも費用がかかるんですね。これに対して二の足を踏むわけです。 
 バブルのころだったら、やってくれると思うんですけれども、今の状況の中では、仲卸さんは
日々の経営の中で四苦八苦していますので、そんなことまでやって、先が見えないのにやれる
か、というのが現状なんです。 
 そうなってきますと、これが普及すれば物すごくよいことだということはわかっているんですけれ
ども、私どもの立場から言うと、今までのやり方と、今度のＬＡＮを利用したＥＤＩの進め方と、両方
やらなければならないということで、経営上からいうと、非常にロスが出るわけなんです。しかし、
それも覚悟の上で、一時的には、当然出てくることだろうということで進めていかないと、なかな
かできないという状況であろうと、そんな感じがいたします。 
 今後の取引の電子化には期待することがたくさんございます。どういうことかと申しますと、仲
卸業者が入力したデータを場内ＬＡＮを経由しながら自分のコンピュータに変換するシステムづく
りをこれからやっていかなければならないということ、また、一番大きな問題は競り場での直接入
力ができないかなと。これはどこでも研究しているんですけれども、なかなか難しゅうございま
す。 
 もう一つは、花の方ではおやりになっているということを聞いているんですけれども、競りのと
き、音声入力でできれば非常にスムーズにいくし、うまく進めていけるんじゃないかなという思い
があるんですけれども、なかなかそこまではいけないとしても、競りをしたその横ですぐに入力で
きるというシステムを何とか作れないか。こういうことがやれれば非常に進められるなということ。 
 それから、先ほどから標準化という問題が出ておりますが、品目の標準化はいいんですけれど
も、等級とか階級の標準化をやっていかないとだめじゃないかなという感じがいたしますので、こ
れから電子取引を進めていく中で、標準化というのは最初の最大の大きな問題ではないかなと
いうことを思うわけでございます。 
 その他いろいろあると思いますけれども、一応、私どもでやっている状況の中から御報告をさ
せていただきたいと思います。 
○委員長 どうもありがとうございました。 
 今いろいろ参考になることをおっしゃっていただいて、遠いところからの出荷情報というのは非
常に効果あるけども、近いところは持ってきた方が早いとか、仲卸の中でやりたい方、やりたくな
い方、分かれていくというようなこと。それから、直接入力が市場でできたら非常にいいんじゃな
いかと、標準化は非常に大事な課題だというようなこと。 
 今のような御自身の経験を踏まえて御披露いただいたわけですけど、関連してでも……。 
○委 員 一つは技術的な話になりますが、ただいまの委員の競りの場で直接入力できないか
ということについて。 
 コンピュータシステムとか技術のあれでは最近、手に持てるハンディ型の端末なんかができて
きまして、これにＩＣカードなんかを入れたりして、実は京都の中小小売店さん、最寄り店さん、八
百屋さんとかお米屋さんとか漬物屋さんとか、ともかく立派な商店街じゃなくて、現地の人に言わ
せると、吹けば飛ぶようなどぶ板商店街であるという、実はそこがＩＣカードの小さい端末を――
これは国からも若干補助がありましたけれども――入れて、レジのかわりにそれを使って非常に
便利化しているという。場合によっては、お客さんのカードですね、お客さんにカードを配りまし
て、だれが幾ら買ってくれているのかとか――商品コードは入れませんので、金額ベースですが
――、あるいはプリペイド機能を持たせて、そこにポイントサービス、要するに割引をつけて集客
力につなげているというか、効果あるという。 
 技術的にはそう難しくない時代になってきているんですが、委員も言われたし、事務局の方で
言ってましたけど、ばらばらにやりますと高くつきます。各社というか、各導入ユーザー個別につ
くっていきますので。 
 そのとき問題になるのが標準化なんです。標準化ということで、ほかの業界でも標準化を進め
ていきますときに問題になるのは、先行している企業にとっては標準化はやってほしくないんで
すね。自分独自のスペックでやった方が、ひどい言い方ですけれども、少なくとも企業内の導入
コストは安い。標準化に合わせるということは痛み分けの世界になってくる。 
 残念ながら、先行している企業の方がノウハウがある。そういうところでノウハウを持っている
ユーザーというか、利用者から情報を出してもらって、標準化の方向性とか、どの辺までやるか
決めていくときに、理解を得られなくて委員会等でもめるときがあります。 
 何を言いたいかというと、標準化の効果というものの啓発活動ですか、これが一つポイントで、
標準化の作業の中で、それが必要になってくる。 
 少なくとも標準化というのは、長い目で見ますと、コストダウンにつながることなんですが、ある
いはコストダウンにつながるものが標準化であると考えてよろしいかと思うんですが、一時的に
はコストアップに感じられるときがあります。そういうときに意見が分かれる。したがって、そういう



アレルギーを排除するというか、誤解を解くためには、啓発事業というか、活動というのが非常に
重要な、最初から、ステップアップではないかなと思います。 
○委員長 標準化といっても、一概にいいと言えないんですかね。 
○委 員 委員の発言に関連して、私どもは、御承知のように、中小店グループの流通の方が
参加していらっしゃる協会でございます。 
 私どもの協会の中ではいろんな業種の方がいらっしゃいますけど、食品関係が４割ぐらいおら
れまして、そういった中で、食品小売業の取引ＥＤＩという問題については９年度から実質的な活
動に入って、実は当局からも御支援をいただいておるという状況でございます。 
 そういった中で、なぜ食品小売業、私ども中小の小売業の取引ＥＤＩ、電子化が必要かという問
題を、もっとどろどろした流通のところから皆さんに考えていただきたいんです。 
 先ほど委員のご発言のように、さしづめ私どものメンバーがすべて大体そういった中小の食品
の小売業のグループだろうと思うんです。 
 まず、食品というのは生活上、非常に大事だということは当然おわかりいただいていると思うん
ですね。例えば消費者の立場から見ますと、毎日必要なものでございます。全業種の中で、毎
日必要だなんていうのは食品だけでありまして、本当に不可欠な商品であり、なおかつ単価が
非常に小さい。例えば家具だとか宝石だとか眼鏡だとか洋服だとか、そういったほかの業種の
方の商品から比べると、非常に単価が低い。また、購買頻度なんか見ると、非常に膨大な頻度
で物事が動いているわけです。それと、購買の対応も非常にさまざまなわけです。買いに行った
り、配達に行ったり、御用聞きに来たり、いろんな形でやっている。 
 そういった中で、食品の供給側、商店から見ると、どういうことかといいますと、多様な生活者、
消費者に対応するような店舗が現在、53万店あるんです。ことしの４月の商業統計で９年度の数
字が出ましたので、私も見てみたんです。全小売業142万店のうち、食品の小売業は53万店、実
に４割近くあるわけです。それから、そこへ携わっている従業員を見てみますと、小売業全体で
は750万人の従業員の中に、食品の小売業に携わっている方は275万人もいるんです。 
 ところが、先ほど出ました先行しているところの企業はノウハウを持っているよという、そういう
先行している一部大手の方を除くと、食品の小売店は非常に零細性なんですね。例えば53万店
の中に、１人ないし２人という従業員、ハパ・ママストアが27万軒ある。１人から４人までが、53万
店の中に39万店、75％あって、50人という中クラスのミニスーパー等を入れますと、99.1％。大手
というのは１％以下。99.1～99.2％が零細性の流通なんですね。ここら辺から物事を考えていか
ないと間違えるわけです。 
 そういった中で購買頻度、先ほど申し上げましたが、小売の売上を見てみますと、50人以下の
99％のお店で売られているのが約32兆円ある。そして、この32兆円がどうやった形で、一番冒頭
に申し上げた生活者、消費者につながっているかといいますと、客単価が100円ぐらいの食料品
ありますね。本当の零細だと思います。それから、コンビニエンスストアで500円から600円ぐらい
の単価ですね。これ二、三点の買い上げですね。そこに専売もの、例えばお酒だとかの免許を
持っているコンビニエンスストアだと800円ぐらいの単価。スーパーマーケットだと、大きいかもわ
からないんですけど、2,000円から3,000円ぐらいの間かなというところを見てみますと、53万店の
小さなお店で32兆円、その単価で売ると、購買頻度というのは年間１,600億回ぐらい、売った、買
ったやっているわけです。 
 それを全部手作業でやったら非常に大きなロスになります。そういったところから考えていかな
いと、中小店が消費者を満足させるためのＥＤＩ化というものを考えないと、事務量は天文学的な
数字であって、ＥＤＩ化、いわゆる標準化をするということは、本当はとっくにそこら辺から希望が
出ていかないといけないと思うんですね。 
 ところが、実際問題、個店でやろうと思うと、なかなかそういったことはできないし、こういうとこ
ろでどんどん進めていかないと、物事は進んでいかない。 
 もう一つの商品特性というのを考えてみますと、例えば商品自体には新鮮という問題と健康、
安全、賞味期限の表示だとか、そういった本当に細かいところまで入ってくるわけです。そういっ
た中で、非常に嗜好性が強い、例えば生鮮なんていうのは嗜好性が強いもので、腐敗しやすい
とか、いろいろ特性がある。そういった中での社会的規模によるロスというのは非常に大きいん
ですね、現在。 
 例えばコンビニエンスで弁当、おにぎりだとか、パン、サンドイッチなんていうのは７、８％ない
し、多いところで、こういう気候だと20％ぐらいロスしてしまうとか、それを廃棄処分にしてしまうと
か、総売上に対するロスというのは、大体1.5％ぐらいあるんじゃないかなと私は思うんですけ
ど、例えば牛乳なんかも廃棄してしまうとか、いろんな問題が出てくる。 
 特に調査研究がまだの生鮮というものの電子化または取引のＥＤＩ化というものは喫緊の課題
じゃないかなということを前提にして、こういう会議をどんどん進めていって、それから大手の方
の御理解をいただく。例えば先行している企業の方は、本来はノウハウを開示していただけれ
ば、こんなところへ金かからなくて済むんだけど、なかなか開示しないんでしょうから、そういった



ことは我々がやって御協力をいただくというようなことをぜひ皆さんで御一緒に考えていきたいな
というふうに思うんです。よろしくお願いします。 
○委員長 1,600億回というのはすごい回数ですね。それだけの頻度があるということで、電子化
は価値があるということです。 
○委 員 実は昨年度、農水省のお力添いをいただきまして、私どもの市場の中の青果仲卸組
合の方で、このＥＤＩの実験をいたしましたので、その実験結果を踏まえて何がしかの感じたこと
を話してみたいと思います。 
 私どものは、それ以前から、開設者と卸会社とで取りかわされている日報、月報、年報などの
ペーパーレス化をねらいとして、卸会社とのＬＡＮの敷設を行って開発しておったところ、仲卸会
社でも独自の電算化再構築の計画があるということで、そこにもＬＡＮを敷設いたしました。 
 そんな折、昨年末でございましたが、電子化実証実験のお話が農水省からありまして、独自の
電子化計画を検討中のところ、そういう話があったので、渡に舟とばかりに国からの補助を受け
て、急遽、システム開発に取り組むことになりました。テストの内容といたしましては、それまで青
果仲卸組合の方で構想を練っていた部分と、農水省から働きかけのあった部分を加えまして、
二つの方法で実験を行ったところでございます。 
 一つは、青果物の取引の実証試験。テーマといたしまして、卸と仲卸間の取引、予約取引にお
ける入荷情報とか注文情報、売上情報に関する電子化実証試験ということでやりました。この中
では、青果の方の卸が２社ございまして、２社と場内の仲卸の中から４社ほど選びまして、ネット
ワークで接続いたしまして、品目も限定しまして、早い時点でデータが入手できるもの、直前にな
らなければ入手できないイチゴのようなもの、こんなものを３分類して７品目でテストを行いまし
た。 
 その結果、卸の入力状況とか注文の受信、結果の入力とか、仲卸とか、いろいろありまして、
急いでやったもので、至るところに混乱が生じまして、電話とかファックスなんか直前になって殺
到したこともありましたが、あらかじめ早い時期からデータの入手が可能なナスとかキュウリなん
かについては相当の効果があったということで、もともと仲卸組合では将来構想を持っていまし
たので、個々の問題はあるにせよ、将来に向けて明らかに効果が期待できるということで確信を
持って意を強くしたようでございます。 
 もう一つは、仲卸の方でもともと構想を練っていたものでございますが、情報の正確性とか迅
速化をねらいといたしまして、現状の業務運営手順を本当にこれでいいんだろうかと分析しなが
ら、将来における運営プロセスの再構築という立場から実証実験をしたわけでございます。 
 私どもの仲卸組合は18社で、おおむね中堅どころで、優劣つけがたいところで構成されている
わけなんでございますが、その中で、仲卸組合ではノート型パソコンを20台ほど用意いたしまし
て、すべての仲卸組合員に貸し与えて、現状の手作業でやっている部分、紙で交換している部
分、あるいはファックスや電話でやっている部分を全部、パソコンから入力して組合のオフコンで
加工したやつを、また組合員に還元するというようなことでやったわけでございます。範囲は受
注管理とか発注管理とか仕入れ管理とか、そういうのを一切合財やったわけでございます。 
 急いでやったので個々の煩雑はあったようでございますが、これも将来に向けては大きな明る
い見通しが立ったということで大分喜んでいるようでございました。そんなことが報告されており
ます。 
 今度は、私どもが二つの実験を通して感じたことでございますが、限られた時間の中で事前の
条件整理なども不十分なまま急いで実験を行ったこともありまして、直接、すぐ効果は余り見受
けられなかったんでございますが、このテスト、実験の中で、各仲卸組合員がパソコン操作の体
験を通じまして、情報化の威力というんですか、こういう理解を深めまして、将来、改善するとき
はここが問題だなというものをつかんだようでございます。そういう意味では、これから取り組もう
ということで、将来に向けての必要性について十分理解を深め合ったということでは、大きな効
果があったようでございます。 
 情報化は時代の流れでありまして、避けては通れない問題。これまでは、ややもすると、仲卸
とか小さい商店などは長年の経験や勘だけに頼っていたわけなんですが、このままの状態では
中小企業が衰退していくのは明らかなことであります。日本経済全体のバランスある安定的な発
展のためにも、弱者が衰退していくことは好ましいことではないと思われるわけでございます。 
 その意味では、今回の実証実験は、業者の改善意欲に対する呼び水として、補助金の額も、
農水省の市場整備なんかの額と比べると１けたも２けたも少ない額ではございましたが、これか
らの改善意欲に対しましては非常に大きな効果があったものと受けとめているわけでございま
す。 
 できれば、そういう意味では、これから市場取引の事務改善を目的とした呼び水になるような
情報化の推進に向けまして、継続した一定の補助制度のようなものを設けていただいて誘導し
ていただくことが必要なのかなと思われます。 
 今回の実験で、目先のものではそれほど大きな効果は得られなかったんですが、それは既存



システムの変換作業に多くの手数がかかったということ、あるいは限られた時間で限られた範囲
だったので、部分的な実験だったので、それほどの効果ではなかったんですが、この実験を通し
まして、情報化が最大限に効果を発揮するためには、発揮させるためには、産地から卸、仲卸、
小売店を通じた一貫したシステムが必要なのではないかと思われるわけでございます。 
 そのためには、各企業が独自で開発する前に、あるいは、後での修正作業が非常に大変なの
で、一年でも早く商品コードの統一なり品名なり等階級、荷姿、産地、いろんなことが想定されま
すが、商品コードの統一なり、通信手順の標準なり、あるいはデータ項目や帳票書式の統一な
ど、情報化に向けた標準的な指針の策定が一日も早く作成されることを望むものでございます。 
 その上に立って、私ども関係者が互いに連携を取りながら情報化の推進に誘導していくことが
大切なのではないかなというふうに感じた次第でございます。 
○委 員 同じ仲卸業者でも、関西の場合は競り中心、東京以北の場合は相対取引というふう
に、商習慣が違います。もう一つは、関西の方は人数が多い、仙台の方は人数が少なく、規模
がそろっているということで心が一つになる。私も仲卸なんですが、私どもの市場内にも仲卸業
者は120人ぐらいおりますので、全く同じような現象が現実にやっていると出てまいります。 
 他では、開設者が非常に理解が強いため、オンラインそのものについて積極的に進められて
いる。私どもの開設者は、どちらかというとまだ理解力が少ないということで、この前、別の委員
会や何かで、その部分で意見を申し上げたことがあるんです。開設者も中へ入らないと、この問
題は解決しない問題がある。 
 それから、築地や太田など、大きいところは費用負担をかけてもシステム等整理したいという
気持ちはございます。ただ、経営規模の小さい業者についてのシステムになっているかどうかと
いうのは知りませんので、例えばオフコンをお使いになっているか、パソコンをお使いになってい
るか知りませんけども、パソコンという一番小さな次元で考えたシステムになっているのかどう
か。サーバーが必要であったりいろんな問題があるんですが、私の直感としては、先ほど来、皆
さんがおっしゃっているように、小さい方が乗れるようなシステムになっているか。パソコンでやっ
ても、できるんじゃないかなと思っているんですが。 
 同業者からいろいろ聞きまして直感的に思ったのは、情報化というのは、まず、情報機器に触
るのことから始めなければいけないのだろうということで、私もそのことはいつも言っているんで
す。手軽にタッチできるようなことが情報化の促進で、難しい言葉を並べたら、みんな頭が痛くな
ってしまう。 
 したがって、私が説明しているのは、電話が普及する前の話なんです。電話を持っている商売
と電話を持たない商売では絶対違うよと父親から聞きまして、財産を投げ出しても電話を入れろ
という、商売を前向きに考える。今、それが情報機器として通信の分野で出ていますから、まず
タッチしたり、なれることで、細かい話はどこかで決めてきて、これとこれをやれというふうにすれ
ば、うんと進んでいくのではないか。ですから、乗せる方策をどういうふうにしたらいいかの方が
問題であると、そういう考え方を持っています。 
 私個人としては、取引の問題についての事例がございましたけども、仲卸としては、生産者、卸
売会社の方、私どもまでは商品が一定一括している。仲卸へ入ってきて、取引先別に加工が入
ります。これをどう処理するかというのが頭が痛いんです。例えば販売のバーコードを御依頼で
つけるにしても、商品の番号も変ってまいります。ほかの食品でしたら、生産即ＪＡＮコードならＪ
ＡＮコードになっちゃうわけですね。それが市場で加工されると新しい商品になりますから、この
辺をどうするのかなという感じがしているんです。 
○委 員 昭和46年ですか、卸売市場法が制定された時点で、精神的な面での生活必需品とい
う意味合いもあるでしょうけど、花も卸売市場法の中に生鮮食料品等として仲間入りをさせてい
ただいた。「等」は花きであるということで、その中に仲間入りをさせていただいた。 
 ただ、花の業界は、このときも非常に順調に成長を続けられて非常にうらやましいと言われま
すが、現時点では、景気の低迷の続く中にあっては伸び悩みというのが実情でございます。ま
た、その粗生産額も何兆円、何十兆円というようなお話はなくて、花卉の粗生産額が平成８年で
6,265億ですか。私ども卸売市場も、組織された協会がございまして、188社加盟しております
が、何しろ全体で扱いが5,570数億、市場経由率は非常に高いんですが、市場は５億から250億
というような形で、大きな差がある。 
 そういう中にあって、平成２年に農水や都のいろいろな指導によりまして、太田に都内で２番目
の中央卸売市場花き部が開設された時点で、花き部の方でオランダの機械せりを導入いたしま
して、それ以後、整備、統合されて、ある程度大型化された。また、中央卸売市場花き部として開
設されたという市場は、みんな機械せりを導入しております。 
 また、現在、機械せりを導入しておる卸会社は22社ございます。それから、表示方式。これも機
械せりの一歩手前という形で、出荷者名、品名、上場の数量すべてが表示され、セリは手やりで
行いますが、落札された数量、買参人のコードは全部その場で入力また表示される。機械せり
の方は、せり人は標準値を表示するだけであって、すべて機械がやってくれる。だから、伝票も



何もありません。機械が最後の事務処理までやってくれる。即、売り立て情報も産地の方で引き
出せる。そういうような形で非常に進んでおります。 
 ただ、今言いましたように、市場間のウェートに非常に差がありますので、すべての卸売会社
でこれを導入すると、このときになって弱音を吐くようですが、設備投資が大きくて経営にもある
程度影響しているという卸も実際はございます。 
 そういうような形ですが、これが一つの花卉市場の流れになってきておりまして、今度、世田谷
にも都内で５番目の中央卸売市場花き部が平成13年に開設されますけど、やはり機械せりを導
入する予定になっております。 
 そういう中で一番大きな問題は、これから取引の電子化が進むに従って、標準化されたコード
がぜひ必要になってくるんじゃないか。先ほど委員から言われましたように…。 
 花の方は、農林水産省の花き対策室のお骨折りで、新種の標準統一コード２万5,000種を作っ
た。例えばカーネーションならカーネーション、バラならバラで何百種類というように非常に多くの
品目がございます。 
 そういうようなことで、統一コードをつくる前に、各社独自で品種のコード化を進めてしまったの
で、みんなでこれをつくろう、利用しようという時点で、「おれのところはこれになれてしまったか
ら」というようなことで、どちらかというと、大手市場の協力が得られなかったというのが実情でご
ざいます。ただ、これからは、私ども業界内でそういう話し合いを何度も持って、これをみんなで
利用していけるような形にはしたいと思います。 
 私も機械のことにうといもので担当に聞いてみましたら、「今つくってある統一コードは結構なん
です。ただ、変換すれば、すぐできるんです。それを各々の会社で使用しなくても、変換すれば即
可能なんです。今の機械はすぐできる」と、そういうことを言われました。 
 先ほどの資料にもありますように、花にはフローラ１、２というのがございまして、表示方式でせ
りをやる、機械でせりをやるということで一番大変なのは、売ってからの処理は全部コンピュータ
でやってくれますから、事務処理、統計処理、情報の提供等は非常に楽ですけど、事前入力をし
ておかないと競りができない、上場できないという形がネックでございます。花の方は、幸いに東
京都内では７時に競りの開始です。だけど、前日からずうっと夜通し、この入力に労する人員、
時間が非常に長いということです。 
 私の会社でも表示方式という形ですが、入力専門の担当が夕方５時ごろから、夜明けまでやら
せるのはかわいそうだからということで、11時までは事前入力に専念しております。入力できな
かったものは、翌朝早く職員が３時頃に来まして、入力していないものを入力してせりに対応でき
るようにしておる。 
 そういうことで、フローラ１、市場から出荷者に対する情報は、売り立て終了すれば、即自然に
流れている。出荷者、産地から市場に対する情報等も、フローラ２の方も、静岡県、愛知県の方
では試験的にやっていただいております。だから、フローラ２が進んでくれば、事前入力という形
がなくなり、その情報が即、コンピュータに入る。 
 そういうようなことで、私どもの業界でも、機械せりや表示方式が一つの流れになってしまって
おりますので、だんだんこれを導入する会社が必然的に増えてくると思います。また、どうして
も、ほかの業種と同じように、整備統合して大型化が必要になってくる。公取の方も合併問題に
は規制が緩やかになってきたようでございますので、私どもの市場の方でも、そういうような形で
市場の大型化を進めたい。 
 それから、市場では、市場として公共性の強いものだということで、集荷、分荷とか、価格決定
とか、代金の決済とか、いろいろ大きな使命、こういうことを後から入れてもらった花の方が言っ
ちゃ恥ずかしいようなことでございますけれども、今一番大きな問題は、正確で速やかな情報の
収集、提供です。標準化することによって、これも非常に正確に、スムーズに、迅速に行われる
ようになるんじゃないかなという気がいたしております。 
○委員長 これまで御発言いただいたのは、卸の方、市場関係の方、仲卸の方、小売店関係と
いうことで、まだ産地から事情を伺っておりませんので、今もお触れいただきましたけど、産地側
でどういうふうにお考えか、これからどういうことが課題かというのを御披露いただけませんか。 
○委 員 今、それぞれ市場の方、青果市場、花の市場の方からお話がございましたが、私ども
としましては、青果物の関係につきましては、先ほどお話ありましたように、順ドレスと逆ドレスと
いうことで、順ドレスというのは市場から売り立て情報をいただくと、逆ドレスというのは産地の出
荷情報を市場に提供するということで、この青果物につきましては、私どもの下にＪＡがあるわけ
ですが、ほとんどのＪＡが逆ドレス、順ドレスに加入していただいて、そのもとに私どもの経済連
の中に県下の経済事業の情報管理システムを組みまして、そこで一括処理をするということでご
ざいますので、発送から出荷から売り立て、精算まで、現状の中では、一部できないところもござ
いますが、ドレスの入っていない小さな会社等については私どもの職員が手入力でやるというこ
ともありまして完璧ではないわけですが、青果物についてはかなりの精度で、送りから代金の入
金あるいは売り立て情報の提供とか、そういうのを一切できているわけでございます。 



 今、委員のお話しのように、花の場合には、農林省で学術的なコード番号はある程度整理をし
ていただいておるわけでございますが、商品の流通コードになっていないといいますか、そういう
ところがございまして、まだ完全に使用ができないということもありますし、一方では、フローラ２
の市場の皆さんに、まだその受け入れ施設がないということもございます。 
 フローラ１については、大手の中央市場含めて30社ぐらいですか、市況等の受け取りについて
できるわけですが、それがなかなか……、市況の受け取りも、コード等は変換をしないといけな
いとか色々な問題がございまして、売り立て市況の受け取り等経費の中で、ただ１社だけ仮名文
字で変換をして自動でそれが完全に照合もできるし、そういうことがありますが、まだ花の方が
かなり遅れているものですから、これを何とか統一的にやってもらえれば、お互いの流通段階で
大きな合理化ができるなと思っておりますものですから、花の市場の皆さん、今のお話のよう
に、５億から250億というように経営的に差があるということでございますが、何とかそういう問題
も解決しながらやっていただければありがたいなと、そんな気持ちでおります。 
○委 員 青果物に関係してきまして、今の現状とデータ交換もいろいろとやらさせていただいて
いるわけですけれども、そこの中で私なりが感じておることを若干御紹介させていただきたいな
と思っております。 
 青果物は、市場流通という市場を通したものと、もう一つは私ども全国で４拠点ございます直販
施設というもので、集配送センターということなんですが、そういったものでガラッと取引が違いま
すので、分けて御説明させていただきます。 
 まず、市場流通の場合につきましては、現状、出荷団体、これはＪＡとか経済連、もちろん県連
から委託を受けた場合で市場へ出荷している全農と、こういう形も含めますが、ここと市場の卸
会社との間につきましては、先ほどもちょっと出ましたけれども、ベジフルというＮＴＴデータが開
発運営したものを利用いたしまして、出荷情報だとか、売立・仕切情報といったものを交換してい
るという実情になっております。 
 また、これに参加しているのが、生産者団体としては全国で54、もちろんほとんどの県連が参
加もしてございますし、中央、地方入れまして、卸関係の皆さんで参加しているのは300以上とい
うような形の中で、そういった意味では、この業界では一定程度定着しているんだなと我々は見
ております。 
 具体的には、この中で品名コードというのがございますけれども、ここにつきましては、青果物
流通情報処理協議という任意の団体でございます、全農とか日園連、あるいは全国の卸の協議
会の皆さんとか、地方の卸の協議会の皆さんの会員でつくっているところでございますけれど
も、そこで設定いたしました青果物の統一品名コード、５けたでございますが、これを使っている
というような形になっております。そういう意味では、汎用化といいますか、標準化、統一化という
のはいち早くできたのかなと。 
 また、このベジフルは、説明がおくれましたけれども、ほぼ13年前にでき上がったシステムでご
ざいます。このベジフルは、５けたコード、農水コードとか、あるいはベジフルコード、全農コード
なんて俗称としては呼んでいるものでございます。 
 ただ、先ほど申し上げましたように、13年前につくったということもあって、そのころのこのシス
テムに対する意識が若干欠如していたということでしょうか、確かに５けたということで統一仕様
がされているんですが、先ほど委員からも出たと思うんですが、商品を識別するような属性的な
コード、これはキーコードの１とか２とかという言葉の言い直しもあるかもしれませんが、産地だと
か銘柄だとか等階級とか、作型というんですけども、露地でつくったとか、ハウスでつくったとか、
そんなものですけども、この商品コードが、出荷側でもそうですし、卸側も独自のインハウスの何
かを使っておられるということで、ここが若干統一化されていないなということがございまして、言
ってみれば、せっかくいいシステムなんですが、今後、使い勝手をよくするために検討していかな
ければならないところがあるのかなという感じもしています。 
 もう一点、市場外流通の関係です。先ほど申し上げましたように、全農としては４拠点持ってお
り、産地から直接集荷をいたしまして、仲卸、スーパーといったところに販売させていただいてい
るわけですけれども、ここの電送化につきましては、一部大手のスーパー中心というような形に
なりますけれども、代金請求データとか、受発注、ＥＯＳ等でやらさせていただいているという形
なんですが、実際のところ、チェーンストア協会の一つの定める方式というのがあるわけなんで
すけど、それから見ますと、各スーパーごとの特徴がございまして、若干ずつ方式と違っている
ようなものが見受けられる。 
 例えばの話ですけれども、品名コードしかり、店舗コードもしかり、その中の桁数だとか、細か
い話をして申しわけないんですが、そういったものだとかがちょこちょこ違うというような形の中
で、売り手と買い手の立場という違いもございますけれども、どうしても我々サイドがスーパー等
の御要望を受けつつ、それに合ったシステムをつくっているというのが現状です。 
 そこにおいては、極端な言い方をしますと、相当なコストも、あるいはそれを維持する関係の煩
雑さも含めまして、オーバーコストになっているということも事実なものですから、そういう形の中



で、その辺がそれぞれの分野において、変な話ですけど、インハウスのシステムについては、お
互いにどんな言葉を使ってもいいけども、会話するのはコンピュータですから、そこのところは標
準語か日本語でしゃべってほしいと、これが我々としての切なる願いではないかと思うんです。 
 今後、そういったことが標準化といった形の中でできていけばすばらしいことかなと、我々も十
分期待したいなと、御協力もしたいなと思っています。 
 もう一点、長くなって恐縮なんですが、我々、システムをつくるところの立場の人間と働いている
ものですから感じるんですけれども、システムをつくる、標準化もしますという形の中で、最終的
には、だれがどこでこのシステムを維持管理していくかというのが大変重要なんですね。 
 ある一定のこういった標準化をお話する中において、その体制だとかも含めまして、要するに
維持管理の体制ですね、そういったことも含めての議論も何かしておいた方がよろしいんじゃな
いかなと、意見も踏まえて御報告させていただきました。よろしくお願いします。 
○委員長 今まで技術的な課題とか今の状況などについて御意見があったんですが、情報工学
というんですか、そういう面でお気づきになったことがあったらお願いしたいんですが。 
○委 員 今、委員がおっしゃったことで意を尽くしたんですけれども、まさしくおっしゃられたもの
ですから、あえて言うことはないんですけれども、一つ端的な例を申しますと、先ほど事務局の
話にも出ましたけれども、インターネット２という新しいインターネットの会合があったんですけど
も、インターネットの最初のバージョンというのは神様みたいな人間がやろうと御託宣を垂れまし
て、一つのメンバーが立ち上げたものがインターネットだったんですね。 
 ところが、もう15年たちまして、これだけ広がってくると、もうインターネット２というのは世代交代
ができなくなっています。マイナーチェンジを繰り重ねて、10年ぐらいかけて少しずつ変えていこ
うという話になってしまう。つまり、ニュートンが最初に言ったらしいんですけれども、最初の発明
の方が楽で、次の改良の方が難しいというようになるらしくて、最初の導入のときの方がよくて、
それから改修を行うとしても、単に最初のバージョンの費用の回収ができないとか、そういうふう
なコストだけでなくて、皆さんもおっしゃっているとおり、既成の事実がふえていますので、相互の
関係を調整するということに関するコストの方が大きくなってくるということがありますので、最初
の段階でよくスキームを考えておかないと、後戻りができなくなるということ。 
 そのときに重要な話というのは委員がおっしゃったとおりでございまして、スキームのコストをだ
れが払って、どこが維持するのかということを、３の連携指針の項目の中の(1)(2)(3)というように
総括的によく書かれているんですけれども、もしあえてもう少し文章を追加することができるなら
ば、そういう中で運用の方策を十分検討するであるとか、導入した後に大規模な経営主体、小規
模な経営主体に起こってくる問題の解決策をあらかじめ考えておかなければ、次の段階がない
のかもしれないという感じがいたします。 
 それはどういうことかというと、恐らく何十万とおられる小規模小売店で対価を持たれるというこ
とはできない話だし、でも、システム維持あるいはデータコードの変更、運用方式の変更、新しい
機能の追加というときに、どうやってソフトウェアあるいは機能的なサポートを伝達するのかとい
うことがなければ、どんどん置いてきぼりを食う。そういうことがないようにしなければならないと
いうのが１番目の話です。 
 それに伴った費用が当然発生しますけれども、このグループの中で、お互いの利益があると理
解された場合に、コストの対価というのはどうやって調整するのかということも考えておかなけれ
ばならなくて、それがなければ使う方、使わない方が自然に分かれてきて、その効果は限定的な
ものになってくるということが往々にしてあるケースだと思います。 
 事務局の話もあったとおり、過去には連携指針というものがあっても、連携指針の効果が効い
た分野と効かなかった分野というのはいろいろとあると思っております。私も当初、連携指針の
一部の分野の検討の中に入ったんですけども、その後、良好といううわさは聞いたことがないと
いう話もありますので、なるべくそうならないようにしなければならないということは、後々のことを
考えるか、考えないかということではないか。 
○委員長 いろいろ御意見を伺って、いきなり産地から小売のことで、先ほど委員が零細性をお
っしゃって、99.1％の方が零細だと。そのときに、しかし、大手がごくわずかということで、大手の
場合にはどういうお考えでございますか。 
○委 員 私どもは20年来、コンピュータを利用した商売をやってきまして、各委員から御意見が
出ておりましたように、現在、我々の販売コードと仕入れのコードが一致しない。特に生鮮では一
致しないというのが問題になっております。 
 今までずうっとやってきた上で、絶対単品で入るものにつきましてはバーコードがついておりま
して、それはすべての人が認識できるという商品名になっておりますし、コードになっておりま
す。私どもは衣料品とか住居関連、そして食品も含めまして、大きい店になりますと約25万アイ
テムぐらい扱っておりますので、それをすべてレジで認識させるということで、これは非常に苦労
したんですけれども、食品の生鮮ということになってきますと、販売コードと仕入れコードとは一
致しておりません。 



 特に例を挙げますと、原料はそれぞれコードがついておりまして入ってきても、マグロやイカや
白身の魚でつくった刺身の盛り合わせということになりますと、これは一体どういうふうにしようか
なと、すべてのコードを平均して割るわけにもいきませんので、新しいＪＡＮコードをつけて販売し
ているということで、これはインストアコードという形でやっておりますが、これの関連がいま一つ
解決つかないというのが現段階での課題です。 
 私どものやっておりますのは、どちらかというと、私どもからお客さんに向かっての情報という
形でコンピュータを使っておりまして、川上に向かいましては、日本チェーンストア協会でやって
おりますＪＣＡ手順というやり方で、オンラインで結んで、お取引先から商品をいただくと、そのと
きにコードをつけていただくというやり方をしております。 
 これを進めていきますと、それぞれの段階でかなり程度が違うと思うんです。ですから、調整し
ていくという作業も、先ほど先生もおっしゃいましたけれども、既存のものを新しいものに合わせ
るということになりますと、このソフトを変えるだけでも非常に莫大な経費がかかる。私どもが今
管理しておりますメンテナンスで、このコンピュータシステムの維持費だけで、月間約９億かかっ
ております。したがって、かなり便利なようですけれども、相当の金のかかる仕組みである。これ
を商売の中で消化しなければならないということが進めば進むほど、課題になってくるのではな
いかなと思うのが２点目。 
 もう一つ、これは非常に乱暴な言い方で申しわけないんですが、生産者の方も皆さんいらっし
ゃる中で、今度のこの仕組みを導入するということは、現状の仕入れルート、流通ルートの上に
立っての仕組みという考え方で、川上から川下までという考え方をしておられますけれども、私ど
もも今まで幾つかやってきましたところ、生産者のところに私どもとダイレクトに情報がつながっ
てしまう、したがって、直接インターネット等で生産者と話ができるわけですね。 
 従来の流通チャンネルでは、市場法の問題もありまして、私どもの店の運営時間とかそういう
ものとの差で、先取りの問題等もありましたが、なかなかうまくいかなくて、外にそういう仕組みを
つくってきたという経緯があります。それがつながってしまいますと、生産地から私どもの店へ商
品が直接入ってしまうということが起きてくる。これを進めていく段階で、流通チャンネルの変革
が起きてしまうのではないか。その辺もテーマとしてとらえて方向を出しておかなければならない
んじゃないかなと考えております。 
○委 員 食品企業という立場ですと、当然これはぜひ推進していただきたいということで全く疑
問はないんですけれども、きょうお話をいろいろ聞いておりますと、食肉の問題が全然出てきて
なかったので、実は私もこういう問題については全くわからないので、担当の者を呼んで少し聞
いてみました。 
 私どもは食肉の流通で、ハム・ソーセージは加工品ですから、きょうの話題とは違うわけですけ
れども、テーブルミートの流通が直接今日のお話になると思います。私どもの関連会社が一種
の大卸みたいのをやっておりまして、そこからスーパーさんに荷物が行く。 
 聞いてみますと、お話で、ちょうど川上の方というお話があったので、それに当たるんだと思う
んですけれども、これはむしろお伺いしたかったんですが、食肉の流通については、私どものよ
うな大卸ですね、市場を通さない場合もあるし、通す場合もありますけども、ほとんど大卸からス
ーパーさんに行く。 
 この大部分はまだ電子計算機でつながっていないんだと思うんです。その辺は知りたかったん
ですが、少なくとも私が聞いてきたところでは、一部のスーパーさんとは電子計算機でつながっ
ているけども、大部分のスーパーのような大きいスーパーさんでもつながってないらしいんです。
それでファックスでやっているらしいんです。 
○委 員 食肉の流通は、電子計算機に、まだオンラインになっていないんで、標準化はチャン
スである。先生のおっしゃいましたように、最初の発明になるんで、早くやった方がいいのかな
と。いろんなものができちゃった後でやり直すのは大変ですから。そんなような感じを今日持った
んです。 
 市場流通ではちょっと違うと思いますけれども、私が今申し上げたのは市場流通じゃなくて、私
どものところから大きなスーパーに直接肉が行った場合ですね、その場合はまだオンラインにな
ってないらしい。 
 ですから、食肉と花と青果と水産とは全然違うんじゃないかなという印象をきょうは持ったんで
すね。それぞれについて考えていかないとだめなんじゃないかということを一つ感じました。 
 それから、これは私の立場とは関係ないかもしれませんけども、きょうは最初ですから、いろい
ろお話をお伺いすればいいのかもしれませんけれども、何回やってどういうふうにするのかわか
りませんが、何について議論するかということがわかっていると大変ありがたいなと思いました。 
 事前に、次は何をやるぞと、何を考えて来いと委員長からおっしゃっていただくと、勉強してきて
少しは発言できるのかなと。私は発言するつもりは全くなくて、「何も知らないんだけど」と言った
ら、事務局から「それでもいいんです」と。そうもいかないので、今日は担当を呼んで聞いてきた
んです。にわか勉強なので、間違いかもしれません。 



 それから、将来は電子計算機の連携利用というんですから、取引を全部インターネットか何か
わかりませんけども、ＣＡＴＶ使うのか、ＩＳＤＮ使うのかわかりませんけども、将来は全部オンライ
ンにしちゃうという前提で議論しているんだろうと思うんですが、ねらいはどんなところにあるの
か。 
 一つは商品のコードを標準にするということ、もう一つは取引の内容を標準化すると、この二つ
がねらいなんでございますか。もしそうであれば、そういうことを考えておるんだということで、こ
の次は一体何を議論するかということをおっしゃっていただけると大変ありがたい。 
○委 員 食肉の中央卸売市場は10カ所で、地方指定市場20カ所と含め食肉市場と称するもの
は30カ所あります。生鮮食品の中でも青果・水産と比較しますと市場取引が少ないく、市場外取
引が主流である特徴を持っています。 
 中央卸売市場の全国に占める割合は、牛肉で25％、豚肉で6～７％が実態です。東京市場で
見ると牛で全国の１１％、豚で２％程度の取扱いですが、中央市場の取扱いに占める割合とな
ると牛で43％、豚で30％を占めております。私どもの市場の取り扱いは牛・豚枝肉の受託物品
が９割以上でセリ販売、買付物品は10％以下で、これが相対販売になっております。品目別に
は、牛肉が８割強で、卸売市場法で認められている相対販売の部分肉は４～５％が実績ですの
で、電子取引というより情報公開の電子化といった面が強く、販売管理の自社システムの完結
型で進めています。 
 特に商品形態、荷姿が問題で、市場では産地から成体で出荷されてきた牛・豚が屠場を介し
て枝肉となり、これが取引商品形態の大半であり、これを独自に商品コード化して使用していま
すが、客先や取引業界ごとに異なったコードを使用している実態もあり、これらを標準化・統一化
に移行といった問題もあります。 
 せりの機械化という問題ですが、東京市場は10年前から自動化しておりますし、食肉中央市場
は現在100％セリは自動化になっております。最初、カード機でしたが、現在、東京市場では無
線応札機を使用しています。せりの自動化は食肉市場が一番多く使用されており、生鮮品市場
では特徴的であると思っております。 
 当社の業務の流れは、成体の入荷に始まり、翌日に屠畜をして、その翌日に上場販売すると
いうことから、集荷、受託、保管、販売、生産、売立に区分されます。集荷につきましては、各出
荷者から出荷計画が連絡されてきますが、100％、電話・ファックスでの連絡で、これを日別に台
帳に記入して、屠畜頭数の調整をするとともに、集荷システムに入力されます。この集荷システ
ムから、日別の入荷予定総頭数を引き出し、個別チェックのうえ、送り状に基づき入荷順に受付
システムに入力されて個別情報の確認がされます。 
 この個別情報として、性別、年齢、毛色等入力されます。これに基づいて、屠畜申請、検査申
請、検査申請、必要証明書等を作成後、上場前日にホストコンピュータに伝送されます。１日冷
蔵保管後、販売当日に自動計量・枝肉格付後せりシステムによりせり販売が行われます。なお、
販売品の個別情報は、計量と同時にホストコンピュータにより取得され、せり表示板に表示され
ます。落札情報は、即時にホストコンピュータに伝送され、それぞれ入力されたデータにより仕切
等が実行され、これに基づき、生産者への送金業務が行われる。これにつきましては、ホストコ
ンピュータより送金用ＦＤを作成し、送金端末から電話回線通して銀行に生産者への送金データ
が電送されるという手順です。 
 買受人につきましては、買受人ごとに集計をするわけでございますが、買参権を持っている仲
卸組合員・買参組合員の二つの代払い機関があり、この代払機関単位にＦＤなり集計表を手渡
しで出すということで、請求業務を行っています。各蓄種別単位の市況情報というのは、毎日、
開設者にはＦＤ並びに帳票で出しますし、市場協会のシステムには回線によって伝送されます。 
 現在の当社の電子化につきましては、販売管理を中心とした、あくまでも社内完結システムだ
ということです。電子化の対応につきまして、コードの問題、フォーマットの問題、プロトコルの問
題全て独自のものであり、他会社・組織と統一的に決定したものでありません。現在のところ、外
に出す分には支障がないといいますか、まだまだ社内的なデータを蓄積して、産地指導等々に
使えるような情報の蓄積が必要だと認識しております。 
 委員からお話がでました、コードの標準化一つ取りましても、枝肉で出てくるものが殆どであっ
て、買参権を取得した社としか接点がないわけでございますから、その方々が自社のために必
要だというもが他にあっても、私どもの方で入力のしようがな品名荷姿がないということがありま
す。 
 食肉の場合には、生産者、流通業者、加工業者等業界としての標準化の範囲は、青果・水産
業界から比べれば、取扱い物品の種類などそれほど多いとは考えられない。それでも業界の大
手企業等からは、現在のシステムに準拠したものとなるよう要求が予想されますし、スーパー等
流通業者まで含めてくると、食肉だけの標準化にとどまらないと言うか、食肉市場としてはそぐわ
ないデータ項目、不必要な項目まで取り込む可能性が出てくるのではないかといった感じを持ち
ました。 



○委 員 膨大な、さまざまな特性を持ったものが、肉から魚から野菜から花まで入っているし、
全部を統一するということの意義が第一によくわからない。 
 今おっしゃったように、ここから先どこまで必要なのか。つまり、何が一番ニーズなのかなという
ところ。これだけ膨大にあって、それぞれのニーズだと思うんですね。例えば大手スーパーのそ
れぞれのコードが違って困るから、それぞれの端末を用意し、それぞれのシステムを用意する
と、面倒くさくてしょうがない。それを何かの形で統一するというニーズはある。だけど、それはチ
ェーン協と企業の間でやればいいんじゃないかという話になるわけです。 
 花卉の話が生産者との間でも既に進んでいるところもあるというけど、ほかのところは出ていな
いならば、そことの間でのネットワークをどうつくるかという議論になるわけですね。 
 それぞれだと思うんですよ。それを全部で一つの話というのは、そもそも……。先ほどインター
ネットの話も出ましたけども、最初にドーンとできるものなのかどうかということを感じるんですけ
どね。だんだんつながっていくものなのかという印象を、きょうのお話で勉強にはなりましたが、
個別的じゃないかと。 
 それから、商品というのは肉、魚をスーパーの中でインストアパックする段階で、そこで最終の
商品になっているはずですよね。そこから先は原料なんであって、そことのつながりが仕入れ情
報と販売データが違うというのは当たり前じゃないか。一匹のマグロをスーパーごとにパックにす
るやり方は違うわけです、魚というのは。肉も違うだろう、野菜も違うはずですね。しかも、最近は
サラダにするだとか何とかいろんなものがあるわけですから、どこかで切らざるを得ないんじゃな
いか。サプライチェーンマネージメントという言葉がありますけれども、産地から食卓に届くまで
のすべての情報が一気通過で流れるということは本当に考え得るのかどうかなんですよ。 
○委 員 ４品の統一ということで、標準化の検討を四つの委員会で進めております、これは可
能であるということで。要するに、コードの使い方、体系によっては、４品共通で使うことができま
す。 
 それから、なぜ４品共通にしなければならないかというと、業態化、業際化が進んでいるという
時代の流れといったらよろしいでしょうか、末端の小売業にいきますと、この４品がほとんど同一
場所で売られている。もちろん、魚屋さんとか花屋さんとか肉屋さんであっても、ほかの消費財も
一緒に販売しております。売上管理といったらいいのか、仕入れ管理という視点からいきます
と、花だけということはできないし、肉だけということはできない。 
 確かに、流通の経路といったらいいのか、最終販売単位で流通しないという、生鮮の場合です
ね、途中で加工が入りますので、非常に難しいところはあります。ただ、絶対単品の考え方その
ものを持ってくるのではなくて、コードの体系と使い方によっては可能で、今、そういう方向で検
討を進めております。 
 欧米も同じ事情です。農水省の委託で昨年度はアメリカ、ことしはヨーロッパに調査に行ってま
いりましたけども、全く同じ状態で苦しんでおられます。情報化が必要である。やっているのはフ
ァックスがほとんどです。生鮮４品は皆、日本と同じようにファックスが中心です。ごく一部の企業
においてオンライン化されている。しかし、共通の商品コードがないために、言うなれば、買い手
側のコードが来るという。そこに変換という問題が出てきている。両方が同じ変換をすれば、先ほ
どどなたか言ってましたけど、痛み分けの世界をアメリカもヨーロッパの各国とも模索していると
いうか、今はその方向性が少し見えてきているところです。 
○委 員 意見は違わないんですけれども、模索していって、可能であると思っているけど、
100％パーフェクトに見えているわけじゃないでしょう。 
○委 員 基本的には、微調整といったらいいのか、どなたか言われてましたけども、標準化す
ることは簡単です。考えようによっては、技術的には何ともできますが、これをどう使うかという、
どう普及させていくかという、こちらの方が非常に重要な課題で、今その方向性が見えてきたとこ
ろで、両方向といったらよろしいんでしょうか、少し早いんですけれども、研究開発を進めてはど
うかという話が出てきております。 
 それから、時代の流れとかシステムの進化に伴いまして、標準というのも変ります。特にコード
というのは、新商品が出てきたり消えたりしますので、むしろ改善・改良といったらいいのか、メン
テナンスの基準と知らしめるべき方法が重要だろうということで、多分ことし後半から来年にかけ
てのテーマではないかな。生鮮４品とも同じような意識が、そういう意味では、方向を向いて知恵
を出し合い始めているといった方がよろしいと思います。 
 魚だけは非常に難しいところがあります。 
○委 員 魚は難しいでしょう。私、さっき言ったんだけど、難しいでしょう。 
○委 員 難しいですね。難しいというのは、ベースがないということです。 
 青果は、幸いにしてといったらいいのか、不幸にしていったらあれですけども、生産者と卸段階
で使うというベジフルコードが非常に普及しているということです。肉は部位のコードで、農水省
のコードだと思うんですが、これが使われているんですが、輸入が多いために、米国のコードと
オーストラリアのコードがある。これの国際的な整合性をどういうふうに取っていくか。今、整合性



のチェックをしていますけど、花は花きコードがあります。
○委 員 しかし、ベジフルコードも属性コードについては、まだ精密にはできていないわけです
よね。 
○委 員 ベジフルについては50けたというコードがあるんです、最大限。50バイトといったらい
いのかもしれませんが、その中で品名コードというのは５けたで、先ほど言ったとおりなんです
が、それ以外に銘柄だとか幾つもあるんですね、それぞれ分けるキーコードなるものが。それに
ついては、先ほども話しましたが、産地側がそれぞれ使い勝手で使っているところと、卸側がそ
れぞれ使っているところという形で、そこに整合性がないという形がある。 
 例えばＬを産地では２Ｌと書いたと、卸ではＬＬでしたと、わかりやすく言えばですよ、そういうよ
うな形で連動性がないものですから、そこで標準化ができていないということでお話を申し上げ
たんです。 
○委 員 標準化を進めれば、そんなに難しいことではないと。 
○委 員 そこはぜひこういった形の中で標準化を進めたいなと、進めてほしいなという感じで申
し上げていたんです。 
○委 員 今のお話を伺っていると、標準化というのはコードのことだけじゃないと思うんです。で
すから、きょう私は、内容がわからず出ていて申しわけないなと思っていたんですけれども、皆さ
んのお話を伺っていて、結局、一番の問題はシステムがどんどん発達して、各企業もそれぞれ
小売も頑張って内容を変えていく中で、生鮮品の流通が一番難しいのは事実で、どうして、きょう
生鮮全部が集まっているのかなというのがとても疑問だったんですけれども、お話を伺っている
と、わざと全部集めちゃって、一回話をさせちゃおうかなというのがあるのかなというのを感じた
んですが、そして、この後で分かれて専門的に話をしなきゃいけないかなというふうに思うんです
ね。 
 その標準化というのは本当にコードだけの問題じゃなくて、最終的には、取引のあり方も全部
変えていく問題だと思うんですけれども、その辺を全部出さないと本当に細かい話に落ちていか
ないんじゃないかと思います。 
 私、伺っていて、最初のうちは、それこそシステムにかかる金額ですとか、大変な問題ですか
ら、どこの企業でも喜んで進んでは入れないんですけれども、先ほどのメンテに月９億というのを
考えると、もっと頑張ってやってみようかななんて思ったんですけれども、現実に考えると、売上
と粗利益と考えると、月９億というのは、うちの方がお金がかかっているかもしれないという部分
があるんですが、本当に零細企業90何パーセントの一社なんですけれども、今の時代、これを
本当に標準的にやろうとしたら、どこの企業でも、どこの会社でも、個人の店でも、考え方を変え
なきゃいけないというところからスタートしなきゃいけないわけですね。それをどうやって持ってい
くかが一番難しいんじゃないかなと思っています。 
○委員長 大変大事な問題提起でありますが、今、この後、詰めた方がとおっしゃったのは、例
えば品目が四つ出てきているわけですけど、その四つを別々に詰めていった方がいいということ
ですか。 
○委 員 詰めた方がいいんじゃないかなと思います。 
 ただ、委員がおっしゃったように、全部調べられていて、いろんな形で可能性があるとおっしゃ
った言葉は、私どもは詰めていませんので、その辺はもっと勉強させていただきます。 
○委員長 そういうことも含めて、そろそろ予定した時間でございまして、実は、きょうはいろんな
分野の方になるべく御発言をいただきたいと思っていたものですから、こちらの方からお声をか
けたりして、もっとお話をされたいというお気持ちのあった方には失礼をしてしまったかもしれま
せんが、限られた時間の中だったものですから、ひとつお許しをいただきたいと思います。 
 最後に、事務局に、今のような御提案もあるし、先ほど御説明はあったんだけども、何をやるの
かというのはもう一つわからないというお話もありましたので、その辺をお話してください。 
○事務局 最初から説明がよくなかったということは非常に反省をさせられたところです。幾つか
お話がありましたところをまとめて、また、これからどうするかというところも含めまして、５分ちょ
っとぐらいで説明させていただきます。 
 まず、現状の部分で少し御説明が足らなかったのかなと思っております。いろいろなお話の中
で、ベジフルとかフローラとか小売段階のお話が出ておりました。先進的な産地と卸売会社でし
たら卸の大きなところ、先進的なところにつきましては、基本的な受発注に関連する一定の情報
のやり取りは行われております。その際には必要なコードも一定のやり方でできるということでご
ざいます。その際、先ほどお話ありましたけれども、出荷に関連する情報が少し足らなかったり、
返っていく情報が遅れたり、ばらばらだったりというのがあると思うんですけれども、とにかく、あ
る程度行われている。 
 その際には、産地の方の説明ですと、大体いいやというお話があったと思うんですが、私の認
識では、卸売会社と産地でしたら、経済連のところ、あるいは経済連と各単協までは多分分けら
れるんですが、単協から農家までは多分コードとか何とかの理由で精算ができないようになって



いるはずなので、そういったところは少し工夫が要るのかなというお話がございます。それは青
果と花についてで、魚とか肉では事情が違うということもございます。いずれにしても、そういった
蓄積を少し活用しながら、消費段階までどういうふうにつなげていくのができるか、できないかと
いうのが検討対象となってございます。 
 それから、大きな小売さんから、一つ手前の川上の方に向かっては、先ほどＥＯＳということ
で、受発注的な仕組みはそれぞれの小売さんの仕組みでかなり行われているという状況でござ
います。 
 それで、大変恐縮なんですが、資料５の１ページに戻っていただきますと、この専門委員会で
検討する前の段階に何が行われているのかという部分がございます。 
 委員からもお話がありましたけれども、生鮮４品につきまして、いろいろな流通段階で取引に使
えるコードですね、品名を特定できるようなコードを、できる限り幅広い流通、産地からできれば
小売までの間を使えるような、ですから、委員からお話がありました、途中で加工がされた場合
には、その前と後ろのつながり方をつけながら、最終的なところで使えるような加工の付加情報
をつけながらやっていくということである程度できるんじゃないかと。 
 そのコードと、それから、委員のお話にありましたように、取引のルールですね、ルールを基本
的に電子化に落とせるような共通の約束事を、まず一つ工夫してみようじゃないかと。受発注の
日付から、その意味や順番と、そういうのを決めれば、青果、畜産の分野で、それぞれを使えば
電子的に落としやすくなる。 
 そういう約束をまずつくろうじゃないかという検討を別途しておるということで、先ほど４分野４専
門委員会でこんなふうにやっていったらいいんじゃないかと、そういう技術的なものは検討してい
る。特に青果につきましては、今年度から来年にかけて微調整、微修正ぐらいで、最終的に使え
る、ある程度の流通の幅で使えるようなものができるんじゃないかということを前提といたしまし
て、１ページをお開きいただきましたのは、１ページの右側にある標準化のイメージということで
ございます。現状は恐らく左上のような形で、それぞれの当事者で都合のいい人も都合のよくな
い人も多分いるんだろうと思うんですけれども、こういった形で取引が行われている部分がかな
り先進的なところであるということでございますが、それを右側のような形、したがって、それぞれ
の企業は現状の仕組みをそのまま使いたいということであれば、それは使いながら、しかし、表
に出て話そうじゃないかという部分については、表に出てというのは企業間の取引においては、
ということですが、さっき言いました標準的なコード、標準的な取引ルールを活用しながらやる
と、そういうことで、それは共存が可能であるということでございます。 
 右側の絵の左のちょうど真ん中の下のところに、社内システムを変換と。ですから、左側の企
業、例えばここを小売さんにすれば、それぞれのトランスレーターＡＢＣというのを付ければ、そこ
を通していけば、この標準のルールで情報交換ができると。そうすると、現在電子化をしていな
い人は、この標準に準拠した一つのソフトを持てば、大体それで表の話もできれば、社内の分類
整理も経理整理もできると。 
 それから、たまたま左のような状況の中で、真ん中に標準というこういうものができれば、中間
流通業者の方々にも一定のトランスレーターに付加的に細工をしていけば、ユーロダラーじゃな
いですけれども、一つの標準語でできるような仕組みができるという技術的なことを前提にしまし
て、この委員会では、最初に、連携指針について説明したところです。標準語を皆さんが使って
いただけば非常に効果があらわれ、また、皆さんに使っていただけるようにするのにはどうした
らよいのかと、その効果的に進めていく方策という話をしましたけれども、そういうことについて、
どういった留意事項を考えればいいんだということを御検討いただきたいというのが本委員会
の、ある意味で主たる内容になるということです。それが連携指針といったような形でまとめられ
て、皆さんが何かシステムを考える際に、そういえば、連携指針を踏まえると我が社はどうすれ
ばいいんだと考えていただくように、早目に関係の皆さんの指針として集約したいということでご
ざいます。 
 そういう面で、ある意味で、標準プロトコルをみんなで使いましょうやというようなことを書くこと
になるんじゃないかと思うんですが、指針作成を最初に言っても何だか変かなと思いまして話を
はしょった説明をしたところでございます。したがって、浅野委員から話がありました、そういうも
のができ上がったその先、皆さんの意見を聞きながらマネージしていくというのも、今後の検討
課題ではないかと思っております。 
 それで話は最後になるんですが、そういう検討をどうやって進めていくのかという部分が次にあ
るわけです。この委員会におきましては、そういった連携指針といったものをなるべく早くつくって
意見の集約をさせていただければ、ということでありますが、それに向けまして、次回ということ
であります。 
 次回、皆さん忙しい時期かどうかあれなんですけれども、11月の下旬あたりを念頭に置きなが
ら、先進事例的な報告あるいは現地、現場で本当に電子的な取引、情報交換やっている、ある
いはそれに準じたものをやっている現場での電子的情報交換の状況といったものを見ていただ



くということと、場合によっては、ベジフルでありフローラであり、現在、情報化に向けてこんな事
業を各分野の専門の方々に技術的な詰めはやっていただいておりますという状況紹介と、いず
れかのやり方があろうかと思いますので、委員長と相談しながら具体的に検討し、ご連絡させて
いただきます。本委員会におきましては、今後、連携するというのはどういう意味かという点もあ
りますが、連携して情報システムを効率的に使うような方向に向けた意見の集約に向けての御
議論をいただきたいと考えております。 
 話が早口で回りくどかった部分を御容赦いただきまして、一応私の説明にさせていただきま
す。 
○委員長 一応めどとして、これはいつごろまで取りまとめる必要があるわけですか。 
○事務局 連携指針の中で標準コードとか、そういったものが具体的にイメージができた方が一
番いいのかなと思っています。今、事業等でやっているのは、２月、３月には、青果の部分につ
いては、こういったコード体系とＥＤＩの規約集的な部分が少しわかりやすい形に整理できるのか
なと思っていますので、そういったものを踏まえながら、最終的に関係者が、そのときは、とりあ
えず予定している四つのうちの一つしかできていないと思うんですが、それであれば、他の分野
もそういった方向でいけるのかなというのがわかる段階ということで、２月、３月のころまでに２回
か３回の御議論をいただきまして、先ほど言いましたような現状あるいは現場を見ていただくと
いうのも含めまして進めていただければ、皆さんの御理解いただけるようなものとして整理がつく
のかなと、これは私どもの方で今思っているところでございます。 
○委員長 ですから、次回は、私もこの間から、この委員をお引き受けしたときにイメージが何と
なく……。こうやってお話を伺っていては少しはわかるんだけど、私はもともとそういう商売だった
ものですから、現場を見ないとなかなかイメージがピンとこないんですよね。今まで私にそういう
蓄積がないから仕方がないんですけど、そういうチャンスを一回つくってみて、その場所でこうい
う議論をするというのはどうかなと思ったりしています。 
 しかし、委員の中には、「そんなのはよく知っているよ。今さら見たってしょうがない」なんていう
方もいらっしゃるかもしれないので、その辺、皆さんの感触を事務局から伺っ て、相談をして決
めたいと思います。 
 ということで、年度末ぐらいまでということのようでありますから、時間的には結構テンポが速い
のかなという気がいたしますけれども、ひとつよろしくお願いいたします。 
 きょうの会は、この辺で終わらせていただきたいと思います。どうも御苦労さまでした。 
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